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決議決議決議決議ⅦⅦⅦⅦ....27272727    条約の条約の条約の条約の 2000200020002000－－－－2002200220022002 年作業計画年作業計画年作業計画年作業計画    
 
 
1. ラムサール条約の「1997-2002 年戦略計画」を採択した第 6回締約国会議決議Ⅵ.14 を想

起し、締約国が本締約国会議に国別報告書を同じ様式で作成して提出するよう求められ
ていることに留意し、 

 
2. 本会議に国別報告書を提出した 107 の締約国に感謝の意を表し、提出しなかった締約国
には提出することを優先的に実施するよう要請し、 

 
3. 本締約国会議のために採用された国別報告書の様式が、条約の施行状況をより体系的に

深く掘り下げて分析できるものであることに満足の意を表し、事務局長が本締約国会議
向けの報告の中で、国別報告書の様式をさらに改善するよう勧告したことに留意し、 

 
4. 条約の施行状況についての地域別概況報告の内容、常設委員会の議長の報告、科学技術
検討委員会による報告、事務局長の報告のそれぞれに留意し、 

 
5. 「1997-2002 年戦略計画」の実施において、特に新加盟国、法制上の見直し、政策策定、

環境影響評価、復元、地域住民の参画、登録湿地の管理計画の策定、他の地球規模の条
約との協働の分野で進展が見られたことに満足しつつ留意し、 

 

6. 「1997-2002 年戦略計画」の適用が締約国によって異なり、総合目標の中でも特に経済
評価方法の適用、民間部門の参画、学校教育プログラムへの湿地の導入、国内ラムサー

ル/湿地委員会の設立、研修、ラムサール湿地の登録、国別目録、ラムサール登録湿地の
姉妹提携と国境をまたぐ湿地の登録、国レベルで各種環境関連条約を施行する際の整合

性、小規模助成基金への現支援レベル、ラムサール担当省庁と二国間開発援助機関との
連絡調整の各分野では、地球的規模でほとんど進展がみられていないことに憂慮し、 

 

7. 今後 3 年の間に「1997-2002 年戦略計画」を効果的に実施するには、いくつかの分野で
より大きな成果をあげることを促すために、しかるべき行動についてさらに明確な目標

を設けることが効果があるということを確信し、 
 
8. 各締約国、締約国会議の各補助機関訳注、ラムサール条約事務局、国際団体パートナーを

含む、条約全体に関わる「1997-2002 年戦略計画」に基づく次の 3 年間の「作業計画」
を承認しようという提案を歓迎し、 

 
締約国会議は 

 
9. 付属書Ⅰにあるラムサール条約 2000-2002 年 3 か年作業計画を承認する。それについて
は、毎年常設委員会が実施する条約事務局の作業計画承認に当たって、委員会は事務局

に期待される様々な行動の優先順位をつける必要があるかもしれないことに留意する。 
 

10. 条約の「2000-2002 年作業計画」の効果的な実施が確実なものとなるよう、国際団体パ

                                                   
訳注 常設委員会や科学技術検討委員会 
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ートナー及び関連の政府間機関や NOG に、今後も条約に対し政策、技術、財政の各側面

で支援をしてもらうことを促す。 
 
11. 「2000-2002 年作業計画」に掲げられている各項目ごとに定められた、条約の地球規模

の目標を承認する。また、ラムサール条約事務局に、第 24回常設委員会において検討さ
れ、承認されることを目指して、第 7回締約国会議の国別報告書と地域別概況報告に記

載されている情報に基づいて、これらの項目の地域別目標を準備するよう求める。さら
に条約事務局にはすべての締約国にこれらの目標を伝えてもらうよう求める。それは各
締約国に国別及び地域別に優先順位を決める際の参考にし、配慮してもらうためである。 

 
12. 各締約国に 1999 年末までに、条約の「2000-2002 年作業計画」に定められた目標及びそ

の後決定された地域目標を考慮に入れつつ、国内湿地またはラムサール委員会やそれに
準ずる機関による協議プロセスを経て、「ラムサール条約の 2000-2002 年戦略計画のた

め国別目標」を定め、採用することを検討するよう促す。 
 
13. 常設委員会に対し、その第 24回会議で、第 7回締約国会議で用いられた国別報告書用の

様式を点検し、2000 年の早い時期に第 8回締約国会議のための様式を提供することを視
野に入れて、どのような変更が必要かを明らかにするよう求める。そうすることでこの

枠組みを適用しようとしている締約国は、できるだけ早い機会に、国の計画策定及び報
告実施の進行記録を作成し、その作業を継続していくことができる。 

 

14. すべての締約国に対し、第 8回締約国会議のための国別報告書の準備を、国内ラムサー
ル/湿地委員会がある国はその機関を含め、すべての関連政府省庁と協議して、準備する

よう要請する。 
 

15. 「戦略計画」の行動 8.1.9 と 8.1.10 にあるように、締約国に対し、国内ラムサール/湿
地委員会の設立と、その組織を政府及びＮＧＯ双方の利害関係者で構成するよう奨励し
ていることを、改めて表明する。 

 
16. ラムサール条約事務局に対し、第 8回締約国会議で検討し、各締約国が各国の経験から

教訓を得ることができるように、各国の国内ラムサール/湿地委員会の会員構成、権限、
運営の詳細な評価を準備するよう求める。 

 

17. 締約国に対し、「1997-2002 年戦略計画」の行動 8.1.10 に規定されている通り、この条
約の担当省庁が、条約への期待が高まる中でますます増えていく要求に応えるのに必要

な資源を持っているかどうかを確認するために、評価を行うこと訳注を要請する。 
 

18. また、締約国に対し、各締約国が調印している国際レベル及び地域レベルの各種条約及
び協定を実施する際の整合性をはかるための国内プロセスと機構を見直し、これに関連
してとった行動を、第 8回締約国会議のための国別報告書の中で報告することを奨励す

る。 
 

19. ラムサール条約事務局に対し、資源の許す限り、湿地の保全と賢明な利用及び河川流域

                                                   
訳注 （担当省庁の）評価を行うこと 
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と沿岸域の統合的管理に関連した開発援助プロジェクトのための財源を確保するために、

二国間及び多国間援助機関を支援、協働する取組を継続していくことを要請する。また、
二国間開発援助機関を有すすべての締約国に対し、条文第 5条(決議Ⅶ.19)に規定されて
いる義務が確実に遂行されるように、当該国のラムサール担当省庁と緊密に協力してい

くことを求める。 
 

20. さらに、すべての締約国、中でも各地域の常設委員会のメンバー国、ラムサール条約の
非締約国に隣接している国々、そして、非締約国に飛来する湿地依存の渡り鳥の飛来地
域に属する国々に対し、これらの非締約国に条約への加盟を奨励することで、条約の締

約国を世界中に広げるという戦略計画の総合目標 1を達成するための取組を今まで以上
に行うことを求める。それによって、第 8回締約国会議開催前に締約国数を 150 にする

という目標が達成され、条約の地球規模の使命をより効果的に遂行することができる。 
 

21. レバノンが加盟(第 115 番目の締約国)し、キューバも近々加盟するという通知が本締約
国会議の会期中に得られたことに深謝する。 

 

22. 常設委員会に対し、第8回締約国会議において検討し、採択するように、2003-2008年の
期間のための改訂版の戦略計画を、各締約国、各国際団体パートナー、その他の条約の

事務局、関連国内機関及び非政府組織と共に協議して、準備することを指示する。 
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